
世田谷区長

保坂展
のぶ

人
と

　
世
田
谷
区
本
庁
舎
等
整
備
工
事

の
遅
れ
に
つ
い
て
、
ご
心
配
を
お
か

け
し
て
い
ま
す
。
リ
ニュ
ー
ア
ル
さ

れ
た
区
民
会
館
ホ
ー
ル
や
新
庁
舎

に
期
待
さ
れ
て
い
た
区
民
の
皆
さ

ま
に
申
し
訳
な
く
思
っ
て
い
ま
す
。

　
施
工
者
で
あ
る
大
成
建
設
は
、

工
事
遅
延
の
原
因
を
、
当
初
の
見

積
も
り
が
甘
く
、
施
工
計
画
の
工

期
内
の
完
成
が
困
難
で
あ
る
た
め

と
し
て
い
ま
す
。
今
年
の
５
月
に

１
期
工
事
、
７
月
に
は
２
期
、
３

期
工
事
も
大
幅
に
遅
れ
る
と
、
同

社
か
ら
申
し
出
が
あ
り
ま
し
た
。

　
区
は
緊
急
に
本
庁
舎
等
整
備
工

事
に
精
通
し
た
専
門
家
を
中
心
と

し
た
工
程
検
証
委
員
会
を
開
催

し
、
精
査
の
上
で
、
遅
れ
は
、
１

年
６
か
月
か
ら
１
年
８
か
月
と
の

報
告
を
受
け
ま
し
た
。

　
９
月
に
相
川
善
郎
大
成
建
設
社

長
の
訪
問
を
受
け
、「
こ
の
度
は
、

世
田
谷
区
を
は
じ
め
、
区
民
の
皆

さ
ま
に
も
大
変
ご
迷
惑
を
お
か
け

し
ま
し
て
、
誠
に
申
し
訳
ご
ざ
い
ま

せ
ん
」と
の
謝
罪
が
あ
り
ま
し
た
。

　
私
か
ら
は
、「
前
例
の
な
い
大
幅

な
遅
延
に
よ
り
、
区
も
区
民
の
皆

さ
ま
も
深
刻
な
影
響
を
受
け
て
い

る
。
安
全
第
一
で
工
事
の
早
期
完

成
を
め
ざ
す
こ
と
及
び
損
失
の
補

償
に
つ
い
て
は
誠
意
あ
る
対
応
を

す
る
こ
と
」を
強
く
求
め
ま
し
た
。

　
区
民
会
館
を
含
む
１
期
工
事
は

今
年
度
末
に
終
わ
り
、
準
備
を
整

え
た
う
え
で
来
年
度
か
ら
稼
働
し

ま
す
。
今
後
も
本
庁
舎
等
整
備
の

完
成
に
向
け
て
全
力
を
挙
げ
ま
す
。

本
庁
舎
等
整
備
の

遅
れ
に
つ
い
て
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２期工事（32か月）
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区のおしらせ

　世田谷区本庁舎等整備工事は、令和３年７月に着工し、令和９年10月の全体竣工をめざし、工事を進めてきましたが、工事受注者である大成建設から、「施
工計画の見誤り等があり、今後の完成時期に遅れが生じる」との申し出がありました。当初の工期に対し全体で１年11か月(22.5か月)の延伸となることにつ
いて、区では第三者専門家を交えた検証を行いました。その結果、現時点では、工期全体の延伸期間は、１年６か月(18.5か月)から１年８か月(19.75か月)
と見込んでいます。
　本庁舎及び世田谷区民会館の完成が遅れ、区民の皆さまには、ご不便をおかけし申し訳ございません。なお、今回の工事進捗の遅れは、大成建設の責に
よるものであり、完成時期変更に伴う建設工事費の区負担額の追加は発生しません。損害賠償等については、現在、大成建設と協議中ですが、誠意をもって
対応するよう、大成建設に求めています。
　区民自治と区民サービスの拠点であり、区民の安全、安心を支える防災拠点となる本庁舎等整備について、引き続き、安全第一での工事に努めていきます。

新庁舎完成時期遅延新庁舎完成時期遅延のお知らせのお知らせ
問 庁舎管理担当課 ☎5432-2088 FAX 5432-3006

西1期棟

西2期棟

西3期棟

東2期棟

東1期棟区民会館

全体竣工後（３期竣工後）

■工期延伸の要因
　「１期工事については地上躯体工事以降の工程
遅延が顕在化し、１期工事全体の施工計画の詳細
な検討が不足していることが判明した為、2期工
事・3期工事につきましても施工計画及び工程の
再検証が必要と判断し、１期工事で得た近隣環境
や実績等を踏まえ工程検証を行った結果、認識不
足や見誤りが明らかとなり、大幅な工期延伸をお
願いせざるを得ない結論に達しました。」
（令和５年８月10日付大成建設提出の「世田谷区本庁舎等
整備工事に係る２期及び３期工程検証委員会を踏まえた当
社見解について」から抜粋）

令和３年 ７月 工事着手
令和４年12月 工事進捗の遅れにより１期工事を２か月延伸
令和５年 ５月 大成建設より１期工事を６か月再延伸の申し出

６月 区による第三者専門家を交えた工程検証（１期工事）
７月 大成建設より２・３期工事合わせて14.5か月の延伸申し出

７月～８月 区による第三者専門家を交えた工程検証（２・３期工事）

■大成建設からの延伸申し出と区の工程検証の経緯

現庁舎第一庁舎 新庁舎東１期棟

工程検証について詳しくは、区のホームページをご覧ください▶ 区HP 204237

１期工事（24.5か月） ２期工事（25.5か月） ３期工事（25か月）

１期工事（32.5か月） ３期工事（33か月）

８か月延伸８か月延伸 ８か月延伸８か月延伸

全体22.5か月延伸全体22.5か月延伸

全体18.5〜19.75か月延伸全体18.5〜19.75か月延伸

11年4月〜6月頃11年4月〜6月頃8年9月〜10月頃8年9月〜10月頃

6.5か月延伸6.5か月延伸

１期工事（32.5か月） ２期工事（29.5〜30.75か月） ３期工事（31.5か月）

８か月延伸８か月延伸 6.5か月延伸6.5か月延伸4〜5.25か月延伸4〜5.25か月延伸

検証後

当初

大成建設
申し出

3年7月 5年8月 6年4月 7年9月 8年12月 9年10月 11年9月

区民会館、集会室、議場　完成 区民交流室、東棟屋上、レストラン　完成 区役所西通り側アプローチ完成
※２期、３期の完成予定日は、決まり次第、区のホームページ等でお知らせします。


